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平成３０年 ２月２０日 

次世代育成支援対策法に基づく 

       「社会福祉法人長幼会 行動計画」 

 

企業名          社会福祉法人 長幼会 

法人番号         ９０２０００５００３９３８ 

代表者          理事長 水野 恭一 

業種           第二種社会福祉事業  

企業規模         １９２人（平成２９年 ４月 １日現在） 

所在地          224-0027 神奈川県横浜市都筑区大棚町 74-12 

電話           ０４５-５９５-０４１５ 

FAX           ０４５-５９５-０４１６ 

事業概要         保育園・放課後キッズクラブの運営 

             ・すくすく保育園（認可） 

             ・千丸台保育園（認可） 

             ・横浜みなとみらい保育園（認可） 

             ・玉川保育園（認可） 

             ・新井小学校放課後キッズクラブ 

URL           http://www.cyouyou-kai.jp 

 

次世代育成支援の一環として、職員が仕事と子育てを両立させることができ、全ての職員が働き 

やすい環境を目指す。また、家庭の協力と関係機関との連携を得ることで、職員が安心して働ける 

環境となるよう、次のように行動計画を策定する。 

  

 

１．計画期間  平成２７年 ４月 １日から平成３２年 ３月３１日までの５年間 

２．内  容  

【目 標】 

   ⑴妊娠中の女性職員の母性保護について、管理職を含めた職員間の理解を深める。 

   ⑵育児短時間勤務者の期間を３歳到達時から小学校就学の始期までに延長する。 

   ⑶予定されている育児介護休業法改正に伴う内容の速やかな法人規程への反映と周知。 

   ⑷「育児介護規程」と「育児休業及び介護短時間勤務に関する規程」を一本化し、「育児・ 

    介護休業等に関する規程」に、関連する申請書類の整備を行い、規程に基づく制度利用の 
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    促進を図る。 

   ⑸平成 29年１月１日施行に伴う改訂内容の法人規程への反映と、マタハラ防止に向けた 

    措置の具体化を図る 

   ⑹平成 29年 10月１日施行に伴う改訂内容の法人規程への反映と、努力義務の規程への取 

り組み 

【対 策】 

⑴平成 27年４月～ 法人内企画会議で取り組みの確認 

⑵平成 27年度   ①就業規則や育児・介護休業規程に基づく、法人の規程・制度に関する 

内容を職員会議や各種会議を通じて、制度の利用に対する理解を深め 

る。 

②育児短時間勤務における３歳から小学校就学前の子を養育する職員

について、短縮等の措置に準じた弾力運用。 

          10月～         ③「育児介護規程」と「育児休業及び介護短時間勤務に関する規程」の 

一本化をはかり、「育児・介護休業等に関する規程」として、整備及び 

各種会議での周知 

    ⑶平成 28 年度 ～ 育児・介護休業利用者の実態把握と職員会議ならびに各種会議におい

て、利用についての意見収集 ～ 規程の理解を深めることを確認 

①取扱担当事務職員へ研修を実施し、丁寧な説明と制度利用の促進を図 

 る 

                    ②平成 29年度 1月改正法施行に伴う改正内容の「育児・介護休業等に 

関する規程」への反映 ～ 職員会議での制度改定内容の周知    

  ⑷平成 29年度 10月～ 

①平成 29年度 1月改正法施行に伴う改正内容の「育児・介護休業等に 

関する規程」への反映 ～ 職員会議、各種会議での制度改定内容の周 

知 

    ⑸平成 30年度 ～ ①制度改定後の利用状況と課題の把握～アンケートの実施に向けた準備 

②マタハラ防止に向けた管理職・職員向け研修資料の検討 

       ⑹平成 31年度 ～ ①育児目的休暇等、努力義務の規程化と取得促進に向けた制度内容の理 

解を深める取り組み   

         

    

    

 


